
令和７年度 第 1 回大東中学校運営支援協議会

期 日：令和 7 年５月２３日（金） 

時 間：14:30～16:30 

会 場：多目的教室 

＜ 次  第 ＞ 

１ 開 会 

２ 出席者紹介（自己紹介） 

３ 委嘱状交付 

４ 校長あいさつ 

５ 会長・副会長の選出 

６ 協議（議長：会長） 

（１） 大東中学校運営支援協議会について 

（２） 令和７年度学校経営方針・学びフェストについて 

（３） 【情報交換】学校・生徒の状況について 

（４） その他 

７ 熟議   

テーマ「大東・大原水かけまつりの中学生の参加について」 

８ その他 

９ 閉 会 
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協 議 
議事（１）大東中学校運営支援協議会の目的・役割・年間計画について 

１ 目的（一関市学校運営支援協議会規則 第３条） 

（1）協議会は、学校及び地域住民等が学校運営への必要な支援に関して協議する機関 

（2）地域住民等の学校に対する支援及び協力を促進し、学校との信頼関係を深める 

（3）学校運営の改善並びに児童生徒の健全育成を図る 

◎一関市教育委員会及び校長の権限と責任のもと、地域とともにある学校づくりを目指す 

２ 協議会の役割（一関市学校運営支援協議会規則 第 12～14 条） 

（1）校長の作成した基本的な方針の承認（規則第 12 条） 

   ※基本的な方針→①学校運営方針②教育課程③校長が必要と認める事項 

（2）意見の申出（規則第 13 条） 

（3）運営状況の報告(規則第 14 条) 

３ 年間計画 

学期 開催日 会議等の名称 主な内容 （ ）内は協議会規則 

１ 
５月２３日（金） 

１４：３０～ 

第１回学校運営支

援協議会 

基本的な方針の承認(第 12 条） 

意見の申出(第 13 条） 

※熟議「大原水かけまつりの中学生の参加につ

いて」 

２ 
１０月 日（ ） 

１４：３０～ 

第２回学校運営協

議会 

意見の申出(第 13 条） 

※熟議「               」 

３ 
２月  日（ ） 

１４：３０～ 

第３回学校運営協

議会 

運営状況の報告(第 14条)  

意見の申出(第 13 条） 

※熟議「               」 

４ その他 

（1）上記３回の学校運営協議会の他、必要に応じて会議を招集する場合がある。 

（2）学校行事等の運営を実際に見ていただく機会をつくり、委員に案内する。 

  【１学期】入学式、体育祭 

  【２学期】文化祭 

  【３学期】卒業式 

議事（２）令和７年度学校経営方針・学びフェストについて （Ｐ３～Ｐ７） 



情報交換 
（１）学校・生徒の状況について 

 ① 令和７年度生徒在籍数 

 ② 令和７年度教職員  ※別紙 

③ 教育環境関係 

・全体としては、恵まれた施設・設備の中で教育活動が展開されている。

  ・学校統合に伴い教室が増設され、特別支援学級教室（１階）、多目的教室（２階）で活用している

・ＧＩＧＡスクール構想として、令和３年８月、教職員と生徒にタブレット端末が配られ、活用して

いる。また、電子黒板を活用して授業を行うなど、ＩＣＴを有効に活用した授業に取り組んでいる。

・教室内外の学習環境や掲示物の充実、草刈り、花壇の整備等を心掛け、環境美化に継続して取り

組んでいる。草刈りについては、６月と９月に PTA活動として協力をいただいている。 

・学校支援地域本部事業で地域ボランティアの協力をお願いしている。（家庭科の授業や絵本の読み

聞かせなど） 

④ 生徒の学校生活の状況 

  ・全体として、落ち着いた雰囲気で学校生活を送っている。体育祭も生徒が主体となった取組がで

きて大変成果の大きいものになった。大きな問題行動はないが、多少のトラブルがあり、その都度

改善させている。

  ・生徒会活動、学校行事、部活動を通して、３年生に自信をつけさせ、リーダーとしての自覚を持

たせるとともに、２年生には中堅学年として３年生を支え１年生をリードする姿勢を、１年生には

上級生に学ぼうという姿勢を育てていきたい。 

  ・部活動の加入状況 ⇒ 【運動部１１６名、文化部５４名、無所属３６名】

  ・現在まで、重大ないじめや暴力、非行などの問題行動はない。引き続き授業や日常の活動、行事

等の充実を図り、達成感や充実感を持たせて、未然防止に努めていきたい。また、小さなトラブルを

見過ごさず、早期発見・早期対応を心がけ、積極的にいじめを認知している。

  ・不登校傾向の生徒が数名おり、家庭と連絡をとりながら対応している。別室登校の生徒や支 

援が必要な生徒については、社会的自立支援員、学校サポーターとの連携を図り、対応してい 

る。 

  ・昨年の３年生は、全員が進路を達成することができた。学習内容の定着を図るとともに、キャ 

リア教育を推進し、進路目的を明確にもたせ、進路実現を目指していきたい。 

  【Ｒ６の進路の状況】 

   大東高校：２４名 千厩高校：２５名 一関一高：８名 一関二高：２名 一関工業：５名 

   私立高校：８名  その他：２名 

１年 ２年 ３年 計

男子 ３５（特支３） ３８（特支４） ３３（特支２） １０６（特支９） 

女子 ２３（特支１） ３７ ４０（特支３） １００（特支４） 

計 ５８（特支４） ７５（特支４） ７３（特支５） ２０６（特支１３） 



熟 議   

テーマ「大東・大原水かけまつりの中学生の参加について」

１、令和６年度の参加状況 

 〇参加生徒３７名（男子：２１名、女子１６名）、（１年生：１８名、２年生１９名） 

   ⇒男子：神輿２１名  女子：笛６名 、太鼓１０名 

   ⇒大原地区の生徒１２名（大原地区の生徒数３２名） 

 〇保護者２１名 

２、令和６年度の取組状況 

 〇１１／２１ 第１回ＰＴＡ合同会議 

・祭りに向けての体制つくりと流れを確認する。 

 〇１１月後半～１２月初め 参加生徒の募集（１，２年生対象）、２次募集も実施。 

・学校では、全校朝会の場で、前年の祭りの様子を映像で生徒に見てもらい、呼びかけを行った。 

また、３年生の大原地区生徒から参加の呼びかけを行った。 

 〇１２／１８ 第２回ＰＴＡ合同会議 

  ・参加生徒の確認と練習日など今後の対応について協議した。 

 〇１／１６ 第３回ＰＴＡ合同会議、水かけ祭り協力保護者会議 

  ・参加する保護者を集めての会議を実施。 

・練習日や練習当番、生徒の送迎について確認する。 

  ・準備日や当日の動き、役割を確認する。 

  ・準備物、写真撮影、弁当（カレー）、衣装の着付け、購入物品等を確認する。 

 〇１／２０～２／７の１０日（１７：３０～１９：００）大原市民センターで練習を行う。 

  ・練習への参加は、笛、太鼓の女子１６名 

  ・学校から庁用バスに乗り、大原市民センターへ移動する。（学校発１７：００）帰りは、保護 

者が迎えにくる。 

 〇２／９ 山車の準備、着付け練習など 

 〇２／１１ 水かけ祭り当日 ※別紙 

３、協議してほしいこと 

〇生徒の参加、保護者の協力について 

・生徒の参加募集に苦慮している。今後、生徒数の減少もあり、これまでの募集の方法で参加生徒

を集めることができるか。 

⇒大原地区生徒の参加が少ない。野球部やバレー部など育成会の働きかけが大きい。 

 ・生徒の参加には、保護者の理解、協力が必要である。保護者の協力を得られるための方策はない 

か。 



メ モ 



経営方針-1-

令和７(2025)年度 学校経営方針 一関市立大東中学校 

Ⅰ 学校経営の基盤 
  本校の学校経営は、以下の諸法令等の理念を受け、学校・生徒・家庭・地域相互の信頼関係を大事

にし、学校教育目標の具現を目指して推進する。 

 １ 憲法や教育基本法等の教育関係法規 

 ２ 前次学習指導要領による「生きる力」の育成、今次学習指導要領(平成 29 年３月告示、令和３

年度全面実施)で示された「主体的・対話的で深い学び」の展開 

 ３ 一関市教育委員会と岩手県教育委員会が目指す教育の目的や基本目標 

  ≪一関市教育振興の基本目標≫(2016～2025) 

   「学びの風土を礎に 心豊かにたくましく 郷土の誇りを未来につなぐ 一関の人づくり」 

≪岩手の義務教育の目的≫(2019～2028) 

     「知・徳・体」を総合的に兼ね備えた、社会を創造する能力を育てる「人間形成」 

Ⅱ 学校教育目標および目指す生徒像・教職員像・学校像  

Ⅲ 学校経営の方針と重点
１ 経営の方針
（１）「生きる力」を培うために、知・徳・体をバランスよく育み、郷土を愛し、その復興・発展

を担うひとづくりを目指す。

（２） コミュニティー・スクールを推進し、学校と地域が一体となって、目標「まなびフェスト」

をもって学校づくりを進め、より良い教育活動を目指す。

（３）あらゆる機会と場を捉えて生徒一人ひとりの特性の把握に努め、全職員で情報を十分に共

有し合って共通理解を図り、組織的に教育活動を推進する。

（４）生徒指導の三機能を活かして望ましい人間関係づくりを図るとともに、集団の一員として

の自覚と自己肯定感・自己有用感並びに成就感を育むために、節目となる行事を中核に据え

た６期による教育活動を展開する。

１ 学校教育目標と目指す生徒像 

学 校 教 育 目 標     【 校訓 ： 切磋琢磨 自他共栄 】

～ふるさと大東を愛し、主体的に考え、心豊かに、心身を鍛える生徒の育成～

知 ○ 主体的に学び、広く深く考え、知性を高める生徒 

徳 ○ 思いやりをもち、互いに認め合う、しなやかな生徒 

体  ○ 自ら粘り強く鍛え、健康でたくましい生徒

２ 目指す教職員像 

○ 主体的に自己研鑽し、自らの資質・能力を高

める教職員

○ 教育公務員としての自覚と使命感をもち、生

徒・保護者・地域に好かれる教職員

○ 協力・協働を実践し、学校組織の一員として

職務に精励する教職員 

３ 目指す学校像 

○ 基礎基本を大切にし、学習内容を理解定着させ

る学校

○ 生きる力を育む教育活動を創意工夫する学校

○ より良い人間関係が築ける生徒を育成する学校

○ 家庭や地域と連携して、地域の宝である生徒を

育てる学校
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２ 経営の重点
【 生徒理解に努め、生徒一人ひとりに寄り添った安心・安全な学校づくり 】 

（１）適切かつ工夫ある教育課程の編成と着実な実施、授業改善と学び方の指導による学力向上 

（２）進路指導（キャリア教育）と教育相談の充実、生徒会活動の活発化による開発的生徒指導 

（３）教職員のライフステージに即して職能を磨き、実践的指導力を向上させるための研究・ 

修養の充実 

（４）啓発的体験活動やボランティア教育、防災教育を再構築した「いわての復興教育」の推進 

（５）施設設備の更新や修繕、環境美化活動、働き方改革による教育環境と労働環境整備の推進 

（６）「まなびフェスト」の取組、小・中連携やＰＴＡ活動による学校・家庭・地域の連携強化 

６期展開の年間テーマ：「多様性を認め、より高い自分に挑戦し続ける！」

ア 第１期（４月）：「新しい出発」

スタートのこの時期において、諸活動の基盤をできる限り仕上げ、学校生活全般を順調にス

タートさせるよう努める。 

新入生には、中学生としての生活と学習のリズムを身に付けさせ、２・３年生にはあらゆる

活動や言動に責任を持たせ、後輩の手本となるよう意識を高めさせる。 

本校の学校経営の柱である学校行事の中の「入学式」をはじめ、新入生歓迎のための生徒会

行事等で、生徒が成就感と感動を持てるように、事前・事中・事後の指導に集中的に取り組ま

せ、その後の学校生活の展開に資するように努める。 

イ 第２期（５月～６月中旬）：「目標への挑戦」

この時期には「体育祭」が予定されており、行事を通して生徒が大きく成長する絶好の機会

である。生徒に後輩を指導する力と、先輩に学ぶ力を育てたい。 

また、「地方中総体」に向けて部活動の取組を強化し、体力と技術を向上させ、たくましい

精神力やマナーを育てて、連帯感を育成するとともに、学習との両立を意識させる。

部活動は、協力し合い友情を深める等、好ましい人間関係を形成するものであり、大事な生

徒指導の場でもある。学級担任と部顧問の連携を密にし、部活動と学級経営が生徒指導の両輪

となるように努める。また、無所属の生徒にも配慮する。 

ウ 第３期（６月下旬～８月中旬）：「自律の生活」

第１・２期の集団づくりの中で生徒一人ひとりが培った力を高く評価した上で、個々の自律

性のさらなる伸長を図る。 

この時期は学習や体力づくりを自主的に行う絶好の機会であり、その中で自律心を育み「非

行の防止」にも努める。 

エ 第４期（８月下旬～10月）：「連帯の喜び」

 第３期での個々の伸張を再確認するとともに、互いのよさを認め合う学級づくりを通しなが

ら、真剣に学習する集団、互いに学び合う集団の実現を図る。 

 また、「地方新人大会」、「文化祭」があり、新人チームによる部のまとまりや、「文化祭」

に向けた学級・学年の団結力を養う時期である。行事に取り組む仲間の長所を見い出し、短所

を補いながら、生徒の意欲を最大限に高める。生徒の「やる気」を引き出す絶好の機会と捉え

て指導する。 

オ 第５期（11月～２月）：「自己実現への飛躍」

この時期は部活動や学校行事で育んだ「やる気」を、学力向上の意欲につなげる。生徒の学

習向上運動を軸にして学習意欲を引き上げ、「朝読書・授業・家庭学習」の一連のサイクルに

よる学力向上の取組に、一層力を入れる。

カ 第６期（２月中旬～３月）：「誇りある大東中」

  １年の歩みを振り返り、成果と課題を明らかにして、生徒に自信と誇りをもたせ、次年度に

向けた改善の意欲につなげる。
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Ⅳ 重点教育課題と改善の方策 
１ 学力向上対策（授業改善）【推進：教務部、研究部】 

（１） 学習指導要領の趣旨を踏まえた指導 

  ア 各教科・領域の指導にあたり、「学びに向かう力・人間性等の涵養」、「生きて働く知

識・技能の習得」、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成」を重

視する。

    イ 「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた教科指導を展開する。  

ウ 「読む活動」を重視するとともに、「記録・説明・討議」等の言語活動を積極的に取り

入れ、言語に関する能力や表現能力の育成を図る。 

    エ 中学校３年間を見通した適切な教育課程の編成と実施に努める。 

（２） 主体的に学ぶ力の向上を目指す教科指導の充実 

    ア 「いわての授業づくり３つの視点」を基本に据え、確かな学力の育成を目指した授業を

実践する。 

イ 教職員相互の連携強化を図り、組織的に研究を推進する。

    ウ 教科指導や学習委員会主体の「まなびっこ検定」、モジュール学習の取組の中で、基礎

的・基本的な知識や技能の反復練習を意図的・計画的に実施し、確実な定着を図る。 

    エ 生徒の学力実態の把握・分析、評価を適時適切に行い、情報を共有し合って個に応じ

たきめ細かな指導を展開する。 

    オ 問題解決的な学習活動や体験的な学習活動を積極的に取り入れる。 

    カ 教科指導と関連づけた家庭学習やノーメディアデーの取組などを通して学習習慣の定

着を図る。 

（３） ＩＣＴを活用した授業の実践 

ア 生徒の学ぶ意欲を醸成し、主体的に学習に取り組む態度を育む。 

イ 積極的な研修受講と実践交流を推進し、効果的な学習指導の在り方を探る。 

 （４） 市指定の学校公開に向けた取組 

    ア 問題意識の明確化と研究主題の検討・設定 

    イ 研究主題の設定と指導主事を積極的に招聘しての授業実践 

２ 生徒指導対策（学校不適応への対応と未然防止、情報機器の適切な利用）【推進：指導部】 

（１） よりよい人間関係を育てる生徒指導の充実 

      ア 多面的・総合的な生徒理解を心がけ、教職員と生徒の人間的なふれ合いを大切にして、

信頼関係構築を促進する。 

    イ 学年学級経営、部活動経営、生徒会諸活動等に創意工夫を凝らし、生徒に自己肯定感や

自己有用感をもたせ、充実した学校生活を送らせる。 

    ウ 日常の観察やアンケート等をもとに、「いじめ」や「学校不適応」等の未然防止、早

期発見、早期対応を心がける。 

    エ 不登校・不適応生徒等に対しては、教育相談や医療等の関係機関とも連携し、組織的

な対応を行う。  

（２） 情報機器の適切な利用の指導強化 

      ア 情報教育をより一層充実させ、情報モラルの指導を徹底し、ＩＣＴ活用とも連動させ

て情報手段の適切な活用能力を育成する。 

    イ 携帯電話やスマートフォン、インターネットトラブルの防止等に関わる指導、保護者へ

の啓発の機会を積極的に設ける。 

３ 小・中連携、地域との連携・協働【推進：総務部、指導部】 

（１） 「まなびフェスト」の取組の強化 

    ア 数値目標を設定した「まなびフェスト」を生かし、家庭・地域との連携・協働による

目標達成型の学校経営を推進する。 

    イ 目指す生徒像を共有し、学校(教職員)・家庭(保護者)･地域がそれぞれの役割を分担

して生徒の育成にあたる。 



経営方針-4-

（２） 小中連携の強化 

 ア ９年間を見通した教育活動を展開し、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の 

育成を図る。   

イ 小・中の連携を指導にいかし、「中１ギャップ」の解消に努める。 

 （３） 地域との連携･協働の強化 

    ア 地域の事業所や人材の協力を得て実施される教育活動を継続、発展･進化させ、地域

との連携・協働を強化する。 

    イ 地域を題材にした教育活動を「大東学」として位置付け、郷土理解や郷土愛、地域の

一員としての自覚を育む。 

４ キャリア教育、防災・復興教育【推進：教務部】 

（１） 自らの進路を主体的に切り拓いていく力と勤労観・職業観を育むキャリア教育の推進

〔大東地域の文化、社会、人材等を学ぶ「大東学」の充実によるキャリア教育の系統化〕 

ア 保護者や地域の方々と連携し、キャリア教育の一層の推進を図る。 

    イ 自己理解→自己啓発（職業調べ、上級学校調べ、地域の人々の生き方学習等）→啓発的

経験(職場見学、社会体験、上級学校体験入学等)へと発展して学ぶ場を設定する。 

    ウ キャリア発達の視点から３年間を見通した系統的な全体計画、年間指導計画の整備を

継続する。  ＜１年:「地産地消の会」との交流 ２年:社会体験学習 ３年:情報発信＞ 

エ 定期・随時の教育相談や三者面談を契機にして、生徒のキャリア発達を支援する。 

（２） 防災・復興教育の推進 

 ア 防災・復興における自分自身の役割や自己の在り方を考え、将来への展望をもたせる。 

【いきる】 

イ 大震災や洪水等の体験を踏まえ、災害の知識や災害から身を守る方法を学ばせ、実践

力を養う。                                    【そなえる・防災教育の推進】 

ウ 地域との関わり方や郷土の将来像等様々な要素を組み入れた防災・復興教育の実践化

を図る。                 【かかわる・ボランティア活動の推進】 

エ 教育活動全体を通して命を尊ぶ道徳的実践力、規範意識などを高める指導の充実を図

り、「いわての復興教育」を推進する。    【いわての復興教育との関連とその推進】 

５ 道徳教育【推進：教務部】 

  ・ 豊かな人間性の育成を図る道徳教育の充実 

ア 道徳的諸価値に基づいて、人間としての生き方についての考えを深める学習を通して、 

道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 

   イ 朝読書や図書館の利用を通して読書活動を推進し、豊かな感性や情操を育てる。 

   ウ 様々な啓発的体験学習を実施し、社会の構成員としての自覚と他者を尊重し思いやる

心、公共のために尽くす心を育む。 

６ 特別支援教育【推進：教務部】 

     ・ 個に応じた特別支援教育の推進 

  ア 特別支援コーディネーターのイニシアチブの下、学年や学級担任が連携して組織的に特別

支援教育を推進する。 

  イ 一人ひとりの実態に応じた個別の指導計画と個別の教育支援計画を作成し、自立に向

けた基礎や人間関係を築くスキル等について計画的に指導する。 

  ウ 通常学級で特別の支援を要する生徒については、通級指導やＴＴ指導、ユニバーサル

デザインに配慮した指導等の工夫を図る。 

  エ  校内就学指導委員会（特別支援校内委員会）を機能させ、特別な配慮を必要とする生

徒について、適正な支援・指導を推進する。 

  オ 研修等を通じて学習障がいや情緒障がい等に対する理解を深めるとともに、障がい

を持つ生徒個々の特性等を把握し、適切な支援に努める。 



一関市学校運営支援協議会規則 

（ 趣旨）  

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（ 昭和31年法律第162号。以下「 法」

という。）第47条の５ の規定に基づき置く 学校運営協議会について、必要な事項を定めるものとする。  

 （ 名称）  

第２条 この規則の規定により置く 学校運営協議会は、学校運営支援協議会（ 以下「 協議会」 という。）

と称する。  

（ 協議会の目的）  

第３条 協議会は、 校長の権限と責任の下に学校（ 一関市立学校条例（ 平成17 年一関市条例第69 号）

第２条及び第３条に規定する学校をいう。以下同じ。） 及び地域住民、保護者等（ 以下「 地域住民等」

という。） が協議することにより、地域住民等の学校に対する支援及び協力を促進し、学校と地域住民

等の信頼関係を深め、 もって学校運営の改善並びに児童生徒の健全育成を図るものとする。  

（ 設置）  

第４条 教育委員会は、 法第47条の５第１項の規定により、 学校ごとに協議会を置く ものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、小学校及び中学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生

かした教育活動を行う場合は、２ 以上の学校について１の協議会を置く ことができる。  

３  協議会は、当該協議会を置いた学校または地域の名称を冠するものとする。  

（ 委員の任命）  

第５条 協議会の委員（ 以下「 委員」 という。） は、 協議会ごとに15人以内とし、 次に掲げる者のうち

から教育委員会が委嘱し、 又は任命する。  

 当該協議会を置いた学校（ 以下「 対象学校」 という。） の所在する地域の住民 

 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

 対象学校の校長 

 対象学校の教職員 

 学識経験者 

 関係行政機関の職員 

 その他教育委員会が必要と認める者 

２  対象学校の校長は、 前項の委員の委嘱又は任命に関し、 教育委員会へ委員を推薦するものとする。 

３  委員に欠員が生じたときは、 教育委員会は新たに委員を委嘱し、 又は任命するものとする。  

（ 任期）  

第６条 委員の任期は、 ４月１日から翌年の３月31日までの１年とし、 再任を妨げない。  

２  前項の規定にかかわらず、 前条第３項の規定による補欠委員の任期は、 前任者の残任期間とする。 

（ 報酬）  

第７条 委員の報酬は、 別に定める。  

（ 守秘義務等）  

第８条 委員は、 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。  

２  前項に定めるもののほか、委員は、 次に掲げる行為をしてはならない。  

 協議会及び学校の運営に著しく 支障を来す言動をすること。  

 委員としての地位を利用し、 営利行為、 政治活動、 宗教活動等をすること。  

 その他委員としてふさわしく ない行為をすること。  

（ 委員の解嘱等）  

第９条 教育委員会は、 本人からの辞任の申出があったときは、 委員の委嘱又は任命を解く ことがで

きる。  

２  教育委員会は、 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、 理由を付して委員の委嘱又は任命

を解く ことができる。  

 前条の規定に違反したとき。  



 その他解嘱又は解任に相当する事由が認められたとき。  

（ 会長及び副会長）  

第10条 協議会に会長及び副会長を置き、 委員の互選により選出する。 ただし、 対象学校の校長は、

会長となることができない。  

２  会長は、 会務を総理し、 会議の議長となる。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、 その職務を代理する。  

（ 会議）  

第11条 協議会の会議は、 会長が対象学校の校長と協議の上、 招集する。  

２  協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、 会議を開く ことができない。  

３  協議会の議事は、 出席委員の過半数で決し、 可否同数のときは、 議長の決するところによる。  

４  協議会の会議は、 原則として、 公開する。  

（ 基本的な方針）  

第12条 校長は、 学校の運営に関して、 教育課程の編成その他校長が必要と認める事項について基本

的な方針を作成し、 協議会の承認を得なければならない。  

２  校長は、 前項により承認された基本的な方針を、 教育委員会に提出しなければならない。  

（ 意見の申出）  

第13条 協議会は、 法第47条の５ 第６ 項又は同条第７項の規定により教育委員会に意見を述べると

きは、 対象学校の校長を経由して行うものとする。  

２  協議会は、法第 47 条の５第７項の規定による対象学校の職員の任用等に関する意見を述べるとき

は、 あらかじめ対象学校の校長の意見を聴く とともに、 次に掲げる事項に留意しなければならない。 

 第３ 条の趣旨を踏まえたものであること。  

 学校の教育上の課題を踏まえたものであること。  

 特定の個人に関するものでないこと。  

 職員の分限、 懲戒、 賞罰その他身分に関するものでないこと。  

（ 運営状況の報告）  

第14条 協議会は、 教育委員会に対し、 毎年度１回、 協議会の運営状況を報告するものとする。  

（ 適正な運営の確保等）  

第15条 教育委員会は、協議会の適正な運営を確保するために、 必要に応じて指導又は助言を行うも

のとする。  

２  教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な協議を行うことができるよう、協議会に必要な

情報を提供するよう努めなければならない。  

（ 庶務）  

第16条 協議会の庶務は、 対象学校において処理する。  

（ 補則）  

第17条 この規則に定めるもののほか、 必要な事項は、 教育長が別に定める。  

附 則 

 この規則は、令和４ 年４月１日から施行する。  



【 確かな学力 】

【  豊かな心 】

【 健やかな体 】【 健やかな体 】 【 健やかな体 】

⑨規則正しい生活を送り、元気に登校できるようにする

自ら粘り強く鍛え、健康でたく
ましい生徒

⑥「早寝、早起き、朝ごはん」の習慣を身に付けさせ
ましょう

⑩身体を鍛え、体力向上に取り組む生徒を育てる
⑦情報メディアについて、家庭内のルールを作り、
ルールを守って使用させましょう

⑪情報メディアをルールを守って使用できるようにする
⑧安全で健康な生活を送ることができるよう働きかけ
ましょう

⑫安全や健康に気を付けて生活できるようにする

【 豊かな心 】 【  豊かな心 】

⑤挨拶をしっかりと行うことができる生徒を育てる

思いやりをもち、互いに認め
合う、しなやかな生徒

③積極的なあいさつや会話を行いましょう

⑥特別活動を通して、互いに認め合う人間関係を育む
④家庭で手伝いを取り組ませ、励ましや認める声かけ
をしましょう

⑦相手を思いやる気持ちをもって生活できるようにする
⑤地域行事やボランティア活動に参加するよう働きか
けましょう

⑧清掃やボランティア活動に積極的に取り組む生徒を育てる

【 確かな学力 】 【 確かな学力 】

①授業に主体的に取り組む生徒を育てる

主体的に学び、広く深く考え、
知性を高める生徒

①家庭学習に集中して取り組める環境をつくりましょう
②学習内容が理解できるよう「分かる授業」を実践する

③進んで家庭学習に取り組む生徒を育てる
　（平日：７０分以上　　　　休日：２時間以上） ②読書を勧め、家庭で読書に取り組める環境をつくりましょ

う
④読書を推奨し、読書を楽しいと思う生徒を育てる

　　　　　 令和７(2025)年度  大東中学校 「まなびフェスト」

　　　　　　　　　【校　訓】 「切磋琢磨」　「自他共栄」

【学校教育目標】

「ふるさと大東を愛し、　主体的に考え、心豊かに、心身を鍛える生徒の育成」

【６期による教育活動の展開】 　〔年間テーマ〕「多様性を認め、より高い自分に挑戦し続ける！」
第１期：「新しい出発」　第２期：「目標への挑戦」　第３期：「自律の生活」　第４期：「連帯の喜び」　第５期：「自己実現への飛躍」　第６期：「誇りある大東中」

学校の取組
目指す生徒像

家庭・地域の取組

【４段階評価の（Ａ＋Ｂ）が８割以上を目指す】 【４段階評価の（Ａ＋Ｂ）が８割以上を目指す】

※学校、家庭、地域が協働して

学校教育目標に迫ろう！

「知

「徳

「体」


